
 

太田市自転車等駐輪場条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

  令和７年３月２４日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市規則第３１号 

 

太田市自転車等駐輪場条例施行規則の一部を改正する規則 

太田市自転車等駐輪場条例施行規則（平成１８年太田市規則第７１

号）の一部を次のように改正する。 

様式第３号中その２を削り、その３をその２とし、その４をその３

とする。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


